
別添

◎　本管

　１　柏市公共下水道計画に基づき計画する。（下水道工務課と協議必要。）

　２　管種は，下水道用硬質塩化ビニル管とする。

　３　口径はφ２００mmを最小管径とする。

　４　管勾配は，２～４９‰以内とする。なお，特殊の場合は別途協議。

　５　最低土被りは，１．０ｍとする。国県道等は，別途道路管理者と協議。

　６　基礎は砂基礎とし，ｔ＝１００mm以上とする。なお，特殊の場合は別途協議。

○　マンホール

　１　１号マンホールを標準とする。ただし，行き止り道路等で現場状況および将来当

　　該人孔に上流側から汚水本管の接続が見込まれない場合は，０号マンホールも可。

　　また，埋設物の関係等でマンホールが設置できない場合は，別途協議。

　２　管径３００mm以下で管渠の方向に変化がなく，かつ当該管渠へ途中からの汚水本

　　管の流入がない場合に限り最大人孔間隔は，７５ｍとすることができる。特殊

　　な場合は別途協議。

　３　管渠の段差が６０cm以上のときは，原則として内副管付マンホールとする。

　　また，インバートは下流の管径及び勾配に合わせる。

　４　蓋は柏市型のデザイン蓋を使用すること。

　５　上・下流管の流底に２cm以上の落差を設けること。

　６　蓋の荷重規格は，車道幅員５．５ｍ未満はＴ－１４，５．５ｍ以上はＴ－２５を

　　使用すること。（側溝は除く）

　７　蓋と側塊との固定に「変形防止用ボルト」を使用する。

　８　マンホールの高さ調整を「無収縮モルタル」の使用を標準とする。　

　９　足掛け金物は，原則として４０ｃｍ（ポリプロピレン防錆被覆）を使用し，３０ｃｍ間隔で設置する。

　１０　開削工法により，硬質塩化ビニル管を新設する場合は，マンホールと管きょの接続部に

　　マンホール用継手を使用して，マンホールと管きょの接続部を柔構造とする。推進工法に

　　より硬質塩化ビニル管を布設する場合は，マンホールと管きょの接続部は立坑内の配管

　　であり，開削工法に準じた考えとし，くら形マンホール継手を使用することを標準とする。

 １１　マンホール深さ２．０ｍ以上の場合は、転落防止梯子を設置する。

下水道管等の基本的な施工方法

　　また，理想とする管勾配は，５．５～１７．５‰である。



○　公共汚水桝

　１　塩ビ桝（内径２００mm）を標準とする。

　２　設置位置は当該宅地と道路の境界付近の道路上とする。特殊の場合は別途協議。

　３　蓋は柏市型のデザイン蓋を使用すること。また鋳鉄製の防護ハット型（荷重規格

　　はマンホール蓋と同じ）を使用し内蓋式とする。

　４　公共汚水桝の深さは原則８００ｍｍ以上確保すること。

　５　大規模施設,及び集合住宅は別途協議。

○　取付け管

　１　管種は，下水道用硬質塩化ビニル管とする。

　２　管径は，１５０mmを標準とする。

　３　勾配は，１０‰以上とする。

　４　本管の取付部（断面）は，６０度又は９０度支管を用い，本管の中心線より上方

　　４５度付近を原則とする。但し，困難な場合は，本管の上部１２０度の範囲とする。

　５　取付管の曲管は１箇所以内とすること。

　６　取付管の本管への接続間隔は，原則１ｍ以上離した位置に設けること。（図－１）

　７　曲がりに自在曲管を使用する場合，原則として，曲がり角度を大きくする方向で

　　用いること。（図－２)

　８　取付管と他占用管との離隔は，原則並行なら３００㎜，交差は１５０㎜以上間隔を設けること。

取付管間隔（図－１)

自在曲管使用時の合否（図－２)

○　下水道用地

　本市に帰属される下水道用地の基準は次のとおりとする。

　１　下水道用地の幅員は２．０ｍ以上を原則とする。

　２　用地の周囲にはエキスパンドフェンスまたは亜鉛メッシュフェンス（高さ１．８ｍ以上）及び上流下流に

　　　に門扉を設置し，本市が指定する南京錠を使用し，本市に寄付する。

　３　用地はフィルター層（砂）５ｃｍ，路盤（再生クラッシャーランＲＣ－４０）１０ｃｍ以上，表層（透水性アス

　　　ファルト混合物）５ｃｍ以上で境界ラインまで舗装を施す。

　４　用地の周囲に境界杭を埋設する。



◎　排水管の内径について　（柏市下水道条例第３条第４号）

　　　排水人口１５０人未満・・・・・・・・・径１００mm以上

　　　排水人口１５０人以上３００人未満・・・径１５０mm以上

　　　排水人口３００人以上６００人未満・・・径２００mm以上

　　　排水人口６００人以上・・・・・・・・・径２５０mm以上

○　宅内管勾配について　（柏市下水道条例第３条第４号）

　　　径１００mm・・・・・・２．０／１００以上

　　　径１５０mm・・・・・・１．７／１００以上

　　　径２００mm・・・・・・１．５／１００以上

　　　径２５０mm・・・・・・１．３／１００以上

○　宅内管延長について　（下水道法施行令第８条第８号ハ）

　　　内径又は内のり幅の１２０倍以内とする。

　〈例〉径１００mmの場合１２ｍ以内に桝を設置しなければならない

○　宅内桝の大きさについて　（柏市下水道条例施行規程第５条第５号）

桝 の 深 さ コンクリート・ポリプロピレン製 硬 質 塩 化 ビ ニ ル

３００mm以上～７００mm未満 ３００mm

７００mm以上～９００mm未満 ３５０mm

９００mm以上 ４００mm ２００mm

○　宅内の土かぶりについて　（柏市下水道条例施行規程第５条第６号）

　　排水管の土かぶりは，私道内では４５cm以上，宅地内では２０cm以上を基準とする。

○　その他

　①　食堂・料理飲食店等で油脂分を排水する排水設備にあっては，グリストラップを

　　設置すること。

　②　受水槽のオーバーフローは汚水へ接続すること。外流しの排水をはじめ屋外の排

　　水設備は雨水が混入しないように施工し汚水管へ接続すること。

　③　ゴミ置き場に水道（蛇口）を設置するときは，雨水が入らないように施工し，そ

　　の排水は汚水管に接続すること。

　④　ボイラ、熱交換器及び給湯タンク(ヒートポンプ給湯器、電気温水器、潜熱回収型

　　給湯器等も含む）から発生する排水（ドレン、凝縮水等）、蒸気管のドリップ排水等は

　　汚水管へ接続すること。

　⑤　排水設備工事完了後は５日以内に完了届と検査願を提出し，検査を受けること。

１５０mm

宅内排水設備について


